
● この制度では現行の資格賃金と加給を廃止し、

「グレード賃金１～６」に置き換え、基準内賃金は

グレード賃金のみとなります。

● ジョブ（職務）に関係の無い職責手当やサポート

手当、外勤手当等は廃止され、あとは個人の目標達

成度合いで評価決定される成果手当だけです。

● 昇給昇格を決定づける「評価」によりグレード賃

金が上下し、残りの成果手当も「評価」の配分で決

められます。評価は４月の年１回となり、これで低

評価を受ければ手当が激減し１年間の生活が脅かさ

れます。

● グレード賃金の上位グレード上限額は現行より上

がりますが、グレード３以下は引き

下げられます。

● グレード昇給額は全等級で統一さ

れ、昇給回数は上位等級優先です。

● 高評価でしか昇給がなく、グレード昇格が無けれ

ば賃金は上がりません。

● 成果手当は支給基礎額を設定し、組織単位で等級

人数ごとの評価です。評価別に乗じる係数で格差が

拡大します。

● 現在の「成果手当」の標準評価額と比べるとグレー

ド上位は４万円位、グレード下位では１万７０００

円位の増額です。

● グループ各社の「事業特性に応じた手当」はすべ

て廃止し「成果手当」に再構築するとしていますが、

グループ全体で１１項目以上ある手当額は職責手当

分を除いても１０万円近くとなり再構築とした額に

は到底達しません。

● 特別手当は評価反映割合が３０％に拡大、退職手

当は社員グレードの累積だけとなり下位グレードで

は退職金の累積額が大きく後退します。

● 廃止手当の移行措置は、①「基本賃金を含む月例

給与」は移行後２年間だけ維持し、

その後３年間で減額。②「扶養手

当」は２年間の措置期間。③「外

勤手当と流動手当」は、移行時の

支給対象者に最大２年間の措置期

間で後は減額です。

今回の「ジョブ型人事制度」は、社員の賃金減

額と抑制、さらに「自己選択」によって会社への

従属が強まります。そして労働者どうしの連帯を

阻害し、労働者一人ひとりを孤立させ、雇用をいっ

そう不安定化させることは明らかです。

通信産業本部は「ジョブ型人事制度」の導入に

反対し、人間らしく働き安定した生活がおくれる

生計費原則にもとづく賃金制度を求めています。

■生活関連手当も削減で実質「賃下げ」

■経過措置あっても過ぎれば減額に

ジョブ（職務）に関係のない手当は廃止

分断・格差拡大で改悪歴然

・働くための能力（労働力）を日々回復させるために必要な費用のこと。
・回復させるためには、毎日の食事と被服、家で眠る生活、育児費用や職業能力の維持費用が必要です。
・これらを「生計費」と言い、賃金はこの生計費を基準に支払らわなければならないことを「生計費原則」と言います。

評価
拡大

生計費原則とは

● ＮＴＴ西日本グループ会社のＮＴＴマーケティン

グアクト社が２０２２年４月アクトＰｒｏＣＸ（プロ

クス）へ業務を譲渡し、非正規の無期・契約社員は転

籍で新服務・ＪＯＢ別賃金制度が無条件適用されます。

● 基本賃金は「地域エリアの最低賃

金」です。移行時は現行水準が「暫

定調整Ⅰ」で３年間だけ保証されま

すが、特別手当も「暫定調整Ⅱ」と

して３年で終了です。

● さらに許せないのは、最低賃金改定で基本賃金が

増額されても、増額分はＪＯＢ別賃金加算から減額さ

れる仕組みとなっていることです。

● 会社は「１カ月単位の変形労働時間制」や「スー

パーフレックスタイム制」を導入し、「プライベート

を充実させやすくワークライフバランスが充実」する

としています。

● しかし会社の狙いは、残

業時間の削減や１日の勤務時

間を分断し業績が上がりやす

い時間帯に集中して働かせる

ことが目的です。労働者の生

活を重視した制度でないこと

は間違いありません。

【移行時加算】 永年

無期／契約社員Ｃ（月給制）の基

礎賃金（時給換算）の差額

【暫定調整Ⅰ】 ３年間

移行前の賃金（基礎賃金、成果賃

金、調整賃金Ⅰ・Ⅱ）と移行後の

賃金（基本賃金、ＪＯＢ別賃金加

算、移行時加算）との差額

【暫定調整Ⅱ】 ３年間

移行前の特別手当相当額

【調整手当Ⅰ】 永年

サポート手当相当額及び個別整理

により設定されている手当相当額

等

■残業時間削減と服務の効率化が最優先

● 扶養手当は家族手当の性格をもつ手当で、

世帯主が家族を維持するのに必要な手当です。

● 配偶者分１９,３００円と高齢者父母１人

１１,５００円の手当は廃止。配偶者を欠く場

合の手当もなくなり、子１人１６,６００円の

減額になります。

●「扶養手当」の措置期間は２年です。それ

以降は家族を持つ家庭は大きな減収です。

■扶養手当は廃止、子ども手当のみ

非正規社員ジョブ型制度 アクトＰｒｏＣＸ社では

「最低賃金」が基本・特別手当も無し

■現行水準維持もインセンティブしだい

賃金制度は生計費原則にもとづき人間らしく働き、

安定した生活がおくれる賃金制度であるべきです。

基本賃金で生活ができず、日々の生活費がインセ

ンティブ手当で左右されるなど許されません。

【２０２２年３月現在】


